
「
九
州
中
国
学
会
報
」
第
二
十
六
巻
抜
刷

昭
和
六
十
二
年
五
月

『
三
侠

五
義
』　
　

に

清
代
に

お
け
る
侠
義
公
案
小
説
の
発
生

見

る
包
公
説
話
の
新
展
開
i根

ケ

山

徹



『
三
侠
五
義
」
に
見
る
包
公
説
話
の
新
展
開

清
代
に
お
け
る
侠
義
公
案
小
説
の
発
生

根

ケ
山

散／で

　
光
緒
五
年
（
一
八
七
九
）
に
上
梓
さ
れ
た
『
三
侠
五
義
』
は
、
石
玉
箆
に
よ
っ
て
巷
間
に
行
わ
れ
て
い
た
説
書
に
淵
源
す
る
。
石
玉
毘
が

説
書
家
と
し
て
活
躍
し
て
い
た
時
期
に
つ
い
て
、
李
家
瑞
氏
は
『
非
廠
筆
記
』
の
記
載
に
基
づ
き
、
威
豊
・
同
治
年
間
（
一
八
五
一
～
一
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

七

四
）
と
推
定
し
た
が
、
阿
英
氏
は
「
嘆
石
玉
箆
」
詩
を
収
め
る
金
梯
雲
抄
本
『
子
弟
書
』
が
、
道
光
二
一
二
年
（
一
八
四
三
）
か
ら
二
五
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
一
八
四

五
）
の
間
の
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
道
光
年
間
（
一
八
二
一
～
一
八
五
〇
）
に
ま
で
湖
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
し
た
。
石
玉
毘
に

よ
る
説
書
は
、
「
唱
本
」
と
し
て
残
さ
れ
た
ほ
か
、
『
龍
図
耳
録
』
と
呼
ば
れ
る
筆
録
本
と
し
て
も
伝
抄
さ
れ
、
『
三
侠
五
義
』
は
、
直
接
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　

は
こ
の
『
龍
図
耳
録
』
に
問
竹
主
人
、
入
迷
道
人
の
手
で
修
改
が
施
さ
れ
て
完
成
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
更
に
光
緒
一

五
年
（
一
八
八
九
）
に
は
、
愈
越
に
よ
っ
て
校
訂
が
加
え
ら
れ
、
書
名
を
『
七
侠
五
義
」
と
改
め
ら
れ
る
。
愈
越
は
該
書
に
つ
い
て
、
「
こ
の

よ
う
な
文
章
で
あ
れ
ば
、
平
話
小
説
と
し
て
み
と
あ
る
こ
と
が
で
き
、
こ
れ
く
ら
い
の
平
話
小
説
で
あ
れ
ば
、
世
の
中
の
（
他
の
ジ
ャ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
　

ル
の
文
学
と
伍
し
う
る
）
新
し
い
文
章
と
し
て
み
と
あ
る
こ
と
が
で
き
る
。
」
と
い
う
賛
辞
を
呈
し
、
江
蘇
、
漸
江
で
の
流
行
に
寄
与
し
た

こ
と
は
周
知
の
ご
と
く
で
あ
る
。

　
魯
迅

は
該
書
が
完
成
す
る
ま
で
の
過
程
を
次
の
ご
と
く
述
べ
る
。
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民
間
に
伝
わ
る
包
極
の
話
で
は
、
彼
の
事
跡
は
お
お
む
ね
怪
異
な
も
の
で
あ
り
、
元
人
の
雑
劇
に
は
す
で
に
包
公
の
”
断
立
太
后
”

　
　
”
審
烏
盆
鬼
”
と
い
っ
た
異
説
が
あ
っ
た
。
明
人
は
ま
た
《
龍
図
公
案
》
、
別
名
を
《
包
公
案
》
と
呼
ぶ
短
書
十
巻
を
作
り
、
包
極
が

　
　
私
訪
、
夢
兆
、
鬼
語
な
ど
を
借
り
て
、
六
十
三
件
の
難
事
件
を
裁
く
話
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
文
章
も
内
容
も
は
な
は
だ

　
　
拙
劣
で
、
か
ろ
う
じ
て
文
字
を
識
っ
て
い
る
者
が
作
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
後
、
敷
街
さ
れ
て
大
部
の
も
の
に
な
っ
た
が
、

　
　
や

は
り
《
龍
図
公
案
》
と
称
し
た
。
こ
ち
ら
は
構
成
が
緻
密
に
な
り
、
首
尾
一
貫
し
て
お
り
、
す
な
わ
ち
《
三
侠
五
義
》
の
藍
本
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。

　
つ
ま
り
、
元
代
に
胚
胎
し
た
包
極
に
纒
わ
る
説
話
は
、
明
代
に
至
っ
て
小
説
に
敷
街
さ
れ
『
龍
図
公
案
」
が
作
ら
れ
た
、
の
ち
に
更
な

る
増
訂
が
加
え
ら
れ
、
そ
れ
が
『
三
侠
五
義
」
の
藍
本
と
な
っ
た
、
と
言
う
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
内
容
に
つ
い
て
は
、

　
　
錯
綜
し
た
事
柄
を
組
み
立
て
る
技
量
に
至
っ
て
は
、
か
な
り
稚
拙
で
は
あ
る
が
、
草
野
の
豪
傑
を
描
写
す
る
と
き
だ
け
は
、
生
き
生

　
　
き
と
し
て
生
彩
を
帯
び
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
と
き
お
り
世
情
を
織
り
込
み
、
譜
誰
を
ま
じ
え
て
い
る
の
も
、
ま
た
荒
く
れ
男
の

　
　
描
写
に

格
別
の
光
彩
を
放
た
せ
て
い
る
。
折
し
も
世
間
で
は
、
妖
怪
変
化
の
話
や
、
色
恋
沙
汰
の
物
語
に
う
ん
ざ
り
し
て
い
た
と
こ

　
　
ろ
で
あ
っ
た
の
で
、
こ
の
作
品
は
挙
止
豪
快
で
洒
脱
な
豪
傑
た
ち
の
描
写
が
特
長
と
な
り
、
数
あ
る
小
説
の
な
か
で
頭
角
を
あ
ら
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
す
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

と
言
っ
て
、
物
語
の
構
成
に
は
稚
拙
さ
が
見
ら
れ
る
も
の
の
、
豪
傑
た
ち
の
描
写
は
生
彩
を
帯
び
る
と
高
く
評
価
し
て
い
る
。

　
ま
た
孫
楷
第
氏
は
『
中
国
通
俗
小
説
書
目
』
に
お
い
て
、
小
説
部
乙
（
長
篇
）
説
公
案
の
な
か
の
「
侠
義
」
の
子
目
の
も
と
に
、
『
三
侠

五
義
』
を
『
小
五
義
」
『
続
小
五
義
』
と
い
っ
た
続
書
や
、
『
施
案
奇
聞
』
『
彰
公
案
』
な
ど
の
同
時
代
の
小
説
と
一
括
し
て
著
録
し
て
い
る
。

因
み
に
孫
氏
は
書
目
冒
頭
の
分
類
説
明
で
、
小
説
子
目
の
「
公
案
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
説
明
を
加
え
て
い
る
。
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ア
　

　
　
曰
く
公
案
、
注
に
「
皆
な
是
れ
朴
刀
桿
棒
発
跡
変
泰
の
事
」
と
い
っ
て
い
る
の
は
、
俗
世
に
逃
れ
た
遊
侠
の
士
が
招
安
を
受
け
奉
職

　
　
す
る
こ
と
で
あ
り
、
つ
ま
り
侠
義
武
勇
の
た
ぐ
い
で
あ
る
。

　
た
し
か
に
「
侠
義
武
勇
之
属
」
と
い
う
概
括
的
な
見
地
よ
り
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
を
総
括
し
て
分
類
す
る
こ
と
は
穏
当
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
魯
迅
に
よ
っ
て
そ
の
生
成
の
過
程
を
略
述
さ
れ
る
よ
う
に
、
「
三
侠
五
義
』
は
明
代
に
興
隆
し
た
包
公
説
話
を
取
り
込

み
、
こ
れ
を
敷
術
し
て
長
篇
の
侠
義
公
案
小
説
と
し
て
完
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
小
説
の
成
立
事
情
を
考
慮
に
入
れ
る
な

ら
ば
、
こ
れ
ら
を
一
律
に
論
じ
去
る
こ
と
は
必
ず
し
も
妥
当
と
は
言
え
な
い
。

二

　
そ
こ
で
さ
き
に
掲
げ
た
魯
迅
の
所
説
を
補
足
す
る
意
味
で
、
『
三
侠
五
義
』
が
成
立
す
る
に
至
る
ま
で
の
包
公
説
話
の
発
展
の
過
程
を
概

観
し
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。

　
包
極
が
仮
構
文
学
に
姿
を
現
わ
す
最
初
は
、
宋
代
の
話
本
に
お
い
て
で
あ
る
。
現
存
す
る
も
の
は
、
『
清
平
山
堂
話
本
』
に
収
め
ら
れ
る

「合
同
文
字
記
」
と
『
酔
翁
談
録
」
の
壬
集
巻
一
「
負
心
類
」
に
収
め
ら
れ
る
「
紅
納
密
約
張
生
負
李
氏
娘
」
の
み
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ

で

は
、
包
極
は
単
に
物
語
中
の
一
登
場
人
物
で
し
か
な
く
、
岩
城
秀
夫
氏
が
宋
代
に
お
け
る
裁
判
に
関
す
る
講
釈
は
、
「
語
り
手
、
乃
至
聴

衆
の
関
心
は
、
裁
判
官
が
誰
で
あ
る
か
よ
り
は
、
む
し
ろ
事
件
の
推
移
な
り
顛
末
に
な
り
多
く
か
け
ら
れ
、
特
定
の
裁
判
官
と
の
結
び
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

き
に
於
い
て
、
話
の
興
味
が
増
す
よ
う
な
か
た
ち
の
も
の
で
な
か
っ
た
」
と
推
定
さ
れ
る
ご
と
く
、
こ
と
さ
ら
に
包
公
説
話
と
呼
ぶ
に
値

し
な
寧

　
元
代
に
な
る
と
、
雑
劇
の
中
に
包
公
戯
と
呼
ば
れ
る
裁
判
劇
の
一
ジ
ャ
ン
ル
が
形
成
さ
れ
て
、
包
極
は
裁
判
官
と
し
て
ス
ト
ー
リ
ー
の

一
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展
開
に
重
要
な
役
割
を
担
う
よ
う
に
な
る
。
元
代
に
お
け
る
こ
う
し
た
包
公
戯
の
盛
行
に
つ
い
て
は
、
岩
城
氏
が
、
「
民
衆
が
、
権
勢
に
屈

せ
ぬ

剛
直
な
裁
判
官
の
出
現
を
期
待
し
、
舞
台
の
上
に
理
想
的
な
人
物
を
造
型
し
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
演
技
が
も
た
ら
す
解
放
感
は

観
衆
の
も
つ
特
権
で
あ
る
。
観
客
は
欝
屈
し
た
気
持
を
、
演
劇
を
通
し
て
発
散
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
そ
れ
に
は
庶
民
的
な
体
臭
の
濃
厚
な
、

し
か
も
貴
権
を
お
そ
れ
ず
公
正
な
裁
判
を
行
な
っ
た
と
伝
え
ら
れ
る
包
極
こ
そ
、
も
っ
と
も
ふ
さ
わ
し
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
」
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　

論
じ
ら
れ
る
ご
と
く
で
あ
ろ
う
。

　
明
代
で
は
、
包
極
の
登
場
す
る
文
学
作
品
は
、
戯
曲
小
説
い
ず
れ
の
分
野
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
小
説
に
関
し
て
は
、

包
極
の
物
語
中
に
占
め
る
位
置
よ
り
し
て
、
お
よ
そ
二
つ
の
系
統
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
そ
の
一
つ
は
、
元
の
包
公
戯
に
同
じ
く
、
包
極
を
裁
判
官
に
擬
定
す
る
、
い
わ
ゆ
る
公
案
小
説
の
類
で
、
ま
さ
に
包
公
説
話
と
呼
ぶ
こ

と
の
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
因
み
に
、
明
代
に
お
い
て
包
極
の
登
場
す
る
戯
曲
は
、
す
べ
て
こ
の
系
譜
に
属
す
る
。

　
さ
て
、
明
代
に
お
け
る
公
案
小
説
の
濫
膓
は
講
唱
文
芸
で
あ
る
。
成
化
年
間
（
一
四
六
五
～
一
四
八
七
）
に
伝
来
の
説
書
を
テ
キ
ス
ト
の
形

で
出
版
し
た
「
成
化
説
唱
詞
話
」
に
は
、
現
存
す
る
限
り
で
八
種
の
包
公
説
話
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
「
成
化
説
唱
詞
話
」
所
収
の

包
公
説
話
に
特
徴
的
な
事
柄
は
、
元
の
包
公
戯
に
お
い
て
幽
明
両
界
に
通
ず
る
特
異
な
能
力
を
持
つ
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
た
包
極
の

形
象
が
そ
の
ま
ま
受
け
継
が
れ
て
い
る
こ
と
に
加
え
て
、
新
た
に
仁
宗
を
輔
佐
す
る
た
め
に
天
上
か
ら
派
遣
さ
れ
た
文
曲
星
の
転
生
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

る
と
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。

　
次
い
で
万
暦
二
二
年
（
一
五
九
四
）
に
は
、
『
新
刊
京
本
通
俗
演
義
全
像
百
家
公
案
全
伝
』
（
以
下
『
百
家
公
案
』
と
略
称
）
が
上
梓
さ
れ
る
。

本
書
に
は
、
上
記
の
「
成
化
説
唱
詞
話
」
所
収
の
包
公
説
話
は
も
と
よ
り
、
新
た
に
創
作
さ
れ
た
説
話
や
、
既
成
の
説
話
に
包
極
を
附
会

し
た
も
の
な
ど
を
含
め
て
、
一
〇
〇
回
九
七
則
の
包
公
説
話
が
収
め
ら
れ
て
お
り
、
短
篇
の
包
公
説
話
集
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
更
に
天
啓
・
崇
禎
年
間
（
一
六
一
＝
～
一
六
四
四
）
に
至
っ
て
は
、
『
龍
図
公
案
」
が
離
版
に
附
さ
れ
る
。
『
龍
図
公
案
』
に
は
、
『
百
家
公

案
』
や
、
万
暦
期
に
踵
を
接
す
る
が
ご
と
く
上
梓
さ
れ
た
『
詳
刑
公
案
』
、
『
律
条
公
案
』
、
『
廉
明
公
案
』
な
ど
の
公
案
小
説
集
を
素
材
に

｝
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セ
　

用
い
て
、
一
〇
〇
則
の
包
公
説
話
が
収
載
さ
れ
る
。
こ
の
『
龍
図
公
案
』
は
、
清
代
に
入
っ
て
か
ら
も
、
一
〇
〇
則
を
収
め
る
繁
本
の
ほ

か

に
、
六
二
則
の
簡
本
が
行
わ
れ
た
り
、
或
い
は
評
語
を
附
す
も
の
や
無
評
語
の
も
の
な
ど
、
版
を
異
に
し
て
出
版
さ
れ
続
け
る
。
し
か

し
清
代
に
は
、
『
百
家
公
案
』
や
『
龍
図
公
案
』
の
ご
と
き
、
包
極
の
裁
判
だ
け
を
撰
録
し
た
短
篇
小
説
集
の
編
輯
は
行
わ
れ
な
い
。

　

こ
の
よ
う
に
、
明
代
に
お
け
る
公
案
小
説
の
系
譜
を
た
ど
っ
て
ゆ
く
と
、
包
公
説
話
は
も
っ
ぱ
ら
先
行
作
品
の
襲
用
に
終
始
し
て
お
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ね
　

こ
れ
が
、
『
龍
図
公
案
』
に
至
っ
て
、
パ
タ
ー
ン
化
さ
れ
た
、
陳
腐
な
短
篇
小
説
と
な
り
き
っ
た
、
と
の
評
価
を
受
け
る
ゆ
え
ん
と
な
る
の

で
あ
る
。

　
い

ま
一
つ
は
、
包
握
が
物
語
中
の
一
登
場
人
物
と
し
て
描
か
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　
『
三
遂
平
妖
伝
』
（
二
〇
回
本
）
で
は
、
第
一
一
回
か
ら
一
三
回
に
か
け
て
の
弾
子
和
尚
の
話
に
包
極
が
登
場
す
る
。
こ
の
話
は
、
『
百
家

公
案
』
第
四
一
回
「
妖
僧
惑
摂
善
王
銭
」
に
も
収
め
ら
れ
て
い
る
。

　
『
水
群
伝
』
引
首
で
は
、
包
極
は
仁
宗
を
輔
佐
す
べ
く
紫
微
宮
か
ら
派
遣
さ
れ
た
文
曲
星
の
転
生
で
あ
る
と
さ
れ
、
嘉
裕
三
年
の
疫
病
流

行
に
際
し
て
、
俸
禄
を
な
げ
出
し
て
薬
を
調
合
し
、
万
民
を
救
済
し
よ
う
と
し
た
こ
と
が
描
か
れ
て
い
る
。

　

こ
の
二
つ
の
小
説
は
、
と
も
に
物
語
の
舞
台
を
北
宋
の
仁
宗
朝
に
措
定
し
て
い
る
た
め
、
包
極
も
同
時
代
の
人
物
と
し
て
物
語
中
に
登

場
し
、
『
三
遂
平
妖
伝
』
の
ご
と
く
、
包
極
に
よ
る
断
案
が
物
語
中
の
一
事
件
を
裁
く
と
い
う
形
で
組
み
込
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
公
案
小
説
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
の
も
と
で
、
包
極
の
関
わ
っ
た
事
件
が
、
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
た
短
篇
小
説
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
て

い

る
も
の
と
は
明
ら
か
に
別
趣
で
あ
る
。

　
ま
た
『
三
宝
太
監
西
洋
記
通
俗
演
義
』
（
以
下
『
西
洋
記
通
俗
演
義
』
と
略
称
）
は
万
暦
二
五
年
（
一
五
九
七
）
刊
行
で
、
そ
の
第
九
四
回
「
碧

水
魚
救
劉
谷
賢
　
鳳
鳳
蛋
放
撒
発
国
」
、
第
九
五
回
「
五
鼠
精
光
前
迎
接
　
五
個
字
度
化
五
精
」
に
包
極
が
登
場
す
る
。
こ
れ
ら
は
、
そ
れ

ぞ
れ

『
百
家
公
案
』
第
四
四
回
「
金
鯉
魚
迷
人
之
異
」
、
第
五
八
回
「
決
鐵
五
鼠
闊
東
京
」
を
原
拠
に
し
て
い
る
。
物
語
は
、
明
の
永
楽
年

間
に
太
監
鄭
和
と
王
景
宏
が
外
夷
三
九
国
を
服
従
さ
せ
た
こ
と
を
描
い
て
い
る
。
こ
の
小
説
の
構
成
は
、
伝
来
の
逸
話
が
基
盤
と
な
っ
て
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お
り
、
ま
た
内
容
は
神
魔
小
説
に
属
す
る
た
め
、
鯉
魚
や
老
鼠
の
精
怪
の
事
を
叙
述
し
た
包
公
説
話
が
収
載
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
清
代
に
は
、
既
述
の
と
お
り
包
公
説
話
の
み
を
輯
録
し
た
短
篇
小
説
集
は
行
わ
れ
な
い
。
強
い
て
挙
げ
る
な
ら
ば
、
嘉
慶
二
四
年
（
一
八

一
九
）
刊
『
清
風
關
』
に
、
『
警
世
通
言
』
巻
一
三
コ
ニ
現
身
包
龍
図
断
寛
」
が
再
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
で
き
よ
う
。

　
こ
の
ほ
か
、
嘉
慶
一
三
年
（
一
八
〇
八
）
に
は
、
『
後
続
大
宋
楊
家
将
文
武
曲
星
包
公
狭
青
初
伝
』
（
以
下
『
万
花
楼
楊
包
狭
演
義
』
と
略
称
）

が
上
梓
さ
れ
る
。
こ
の
小
説
は
、
狭
青
の
出
世
潭
に
か
ら
め
て
北
宋
の
官
界
を
虚
実
を
織
り
交
ぜ
て
描
く
章
回
体
の
講
史
小
説
で
あ
り
、

物
語
の
舞
台
が
仁
宗
朝
で
あ
る
た
め
包
極
も
登
場
す
る
。
ま
た
書
名
に
「
文
武
曲
星
包
公
狭
青
」
と
あ
る
よ
う
に
、
包
極
と
狭
青
は
そ
れ

ぞ
れ
文
曲
星
、
武
曲
星
の
転
生
で
あ
る
と
さ
れ
、
第
三
回
に
は
、
玉
帝
は
武
曲
星
に
命
じ
て
包
家
に
降
生
さ
せ
よ
う
と
し
た
が
、
文
曲
星

も
下
凡
を
求
め
て
先
に
包
家
に
降
生
し
た
の
で
、
武
曲
星
は
狭
家
に
降
生
さ
せ
た
、
と
い
う
一
節
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
さ
き
に

述
べ
た
と
お
り
、
「
成
化
説
唱
詞
話
」
に
見
る
こ
と
の
で
き
た
、
文
武
曲
星
の
転
生
説
を
継
承
し
た
も
の
で
あ
る
。
伝
来
の
包
公
説
話
は
、

第
三
回
に
仁
宗
の
出
世
潭
が
、
第
四
七
、
四
八
回
、
及
び
第
五
二
回
か
ら
六
二
回
ま
で
に
仁
宗
が
実
母
李
妃
に
再
会
す
る
く
だ
り
が
収
あ

ら
れ
て
い
る
。

一
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三

包
極
に
纒
わ
る
説
話
は
如
上
の
経
過
を
た
ど
っ
て
伝
承
さ
れ
続
け
、
清
朝
も
道
光
年
間
に
至
り
、
侠
義
公
案
小
説
と
い
う
新
し
い
ジ
ャ

ン

ル
の

も
と
、
従
来
に
な
い
新
し
い
様
相
を
呈
す
の
で
あ
る
。

ま
ず
、
『
三
侠
五
義
』
の
構
成
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。
こ
の
小
説
は
、
ス
ト
ー
リ
ー
の
展
開
か
ら
次
に
示
す
四
つ
の
段
落
に
分
つ

こ
と
が
で
き
る
。

　
　
ω
　
包
極
の
出
世
調
　
第
一
回
～
二
七
回



　
　
ω
　
五
鼠
の
開
封
府
へ
の
帰
投
　
第
二
八
回
～
六
八
回

　
　
㈲
　
馬
朝
賢
一
族
断
罪
　
第
六
九
回
～
八
四
回
前
半

　
　
ω
　
嚢
陽
王
討
伐
の
前
哨
戦
　
第
八
四
回
後
半
～
一
二
〇
回

　
こ
の
う
ち
、
伝
来
の
包
公
説
話
が
襲
用
さ
れ
て
い
る
の
は
ω
と
ω
で
あ
り
、
ω
で
は
直
接
の
、
ω
で
は
間
接
の
素
材
と
な
っ
て
い
る
。

　
ま
ず
ω
の
部
分
に
つ
い
て
考
え
て
行
く
こ
と
に
し
た
い
。
こ
の
部
分
で
援
用
さ
れ
る
包
公
説
話
の
個
々
の
内
容
は
次
の
ご
と
く
で
あ

る
。

ω㈲ωω㈲ω

　
以
上
の

部
分
に
お
い
て
特
徴
的
な
事
柄
は
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
れ
ら
の
説
話
を
援
用
し
つ
つ
、
同

時
に
包
極
の
発
跡
変
泰
の
物
語
を
創
出
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
彼
は
ま
ず
定
遠
県
知
県
に
任
ぜ
ら
れ
（
第
四
回
）
、
被
告
を
誤
っ

て
刑
死
さ
せ
た
が
た
め
に
罷
官
せ
ら
れ
る
も
、
丞
相
王
芭
の
推
挙
に
よ
っ
て
開
封
府
サ
に
登
用
さ
れ
（
第
六
回
）
、
陳
州
の
飢
民
賑
済
に
際

し
て
は
龍
図
閣
大
学
士
の
職
を
兼
任
し
（
第
九
回
）
、
王
芭
の
退
官
に
と
も
な
い
丞
相
の
位
へ
と
陞
進
す
る
（
第
一
九
回
）
。

　
伝
来
の
包
公
説
話
に
お
け
る
包
握
の
発
跡
変
泰
の
物
語
は
、
「
成
化
説
唱
詞
話
」
所
収
の
『
新
刊
全
相
説
唱
包
待
制
出
身
伝
』
が
最
も
古

い

も
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
包
極
が
定
遠
県
知
県
に
任
ぜ
ら
れ
転
運
使
を
断
罪
す
る
と
こ
ろ
ま
で
し
か
叙
べ
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
の
話

仁
宗
認
母
故
事
　
第
一
回
、
第
一
五
回
～
一
九
回

包
極
出
身
伝
　
第
二
回
～
四
回

盆
児
鬼
故
事
　
第
五
回

双
勘
釘
故
事
　
第
七
回
～
九
回

陳
州
耀
米
故
事
　
第
九
回
～
一
四
回

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ね
　

還
魂
記
故
事
　
第
二
一
二
回
～
第
二
七
回
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を
承
け
て
『
新
刊
全
相
説
唱
包
龍
図
陳
州
耀
米
記
』
で
は
、
定
遠
県
知
県
と
し
て
双
勘
釘
公
事
を
断
じ
た
後
、
毫
州
知
府
の
職
を
経
て
、

王
丞
相
の
推
挙
で
陳
州
へ
と
派
遣
さ
れ
る
よ
う
に
構
成
さ
れ
、
更
に
『
新
刊
全
相
説
唱
足
本
仁
宗
認
母
伝
』
は
陳
州
の
事
件
以
降
の
出
来

事
と
し
て
描
か
れ
て
、
こ
の
三
種
の
物
語
は
合
刊
さ
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
『
百
家
公
案
』
に
至
っ
て
こ
れ
ら
が
数
回
に
分
断
さ
れ
、
或

い

は
前
後
転
倒
し
て
配
列
さ
れ
シ
リ
ー
ズ
性
を
失
っ
た
う
え
、
説
話
数
の
増
加
に
と
も
な
っ
て
単
行
の
説
話
も
多
く
収
め
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
『
龍
図
公
案
』
に
な
る
と
、
説
話
の
内
容
に
よ
っ
て
二
則
ご
と
を
対
偶
形
式
に
な
ら
べ
る
と
い
う
よ
う
に
、
編
纂
の
形
態
が
改
変

さ
れ
た
た
あ
に
、
元
来
、
個
々
の
説
話
間
に
あ
っ
た
連
続
性
が
完
全
に
失
わ
れ
、
短
篇
の
読
み
切
り
の
形
で
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
包

極
の
発
跡
変
泰
の
物
語
自
体
が
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
『
三
侠
五
義
」
に
お
い
て
第
二
回
か
ら
四
回
ま
で
に
既
存
の
包
極
出
身
伝
を
援
用
し
、
更
に
こ
れ
以
降
で
も
説
話
間
に
連

続
性
を
持
た
せ
な
が
ら
、
包
極
を
個
別
の
断
案
に
関
与
さ
せ
、
同
時
に
包
極
の
官
僚
と
し
て
の
地
位
を
序
々
に
昇
せ
て
行
き
、
包
極
の
出

世
讃
を
形
作
る
と
い
う
、
従
来
に
な
い
新
し
い
構
成
を
と
っ
て
い
る
こ
と
は
特
筆
に
値
す
る
。
物
語
の
前
半
で
、
包
極
に
仁
宗
朝
に
お
け

る
絶
対
的
な
権
力
を
掌
握
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
は
、
彼
を
こ
の
小
説
の
絶
対
不
変
の
中
心
軸
に
位
置
づ
け
、
以
後
、
包
極
を
盟
主
と
仰
い

で
生
動
的
に
活
躍
す
る
義
士
た
ち
の
姿
を
、
よ
り
多
彩
に
描
き
出
す
場
を
提
供
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
侠
義
公
案
小
説
と
し
て
の
方
向
づ
け

を
意
図
し
た
う
え
で
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
伝
来
の
包
公
説
話
は
、
決
し
て
無
批
判
に
援
用
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
第
二
七
回
ま

で
に

お
い
て
、
義
士
展
昭
や
白
玉
堂
、
ま
た
貧
官
寵
吉
が
登
場
す
る
の
も
、
こ
の
小
説
が
侠
義
公
案
小
説
と
し
て
進
展
す
べ
く
布
石
が
投

ぜ

ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
因
み
に
、
包
公
説
話
の
シ
リ
ー
ズ
化
は
、
『
三
侠
五
義
』
が
章
回
小
説
の
体
裁
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
で

あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
そ
れ
以
前
に
石
玉
毘
に
よ
っ
て
口
演
さ
れ
て
い
た
時
期
に
あ
っ
て
も
同
様
で
あ
っ
た
こ
と
、
『
龍
図
耳
録
』
か
ら
窺

い

知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
れ
に
続
く
ω
の
部
分
で
は
、
「
五
鼠
」
と
呼
ば
れ
る
五
人
の
義
士
が
開
封
府
に
帰
投
す
る
ま
で
が
描
か
れ
て
い
る
。

　
原
拠
と
な
っ
た
包
公
説
話
は
、
五
匹
の
老
鼠
の
精
怪
が
、
秀
才
施
俊
、
王
丞
相
、
仁
宗
、
国
母
、
包
極
の
五
人
に
姿
を
変
じ
、
真
偽
の

「
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弁
別
が
で
き
ず
に
事
件
は
混
迷
を
き
わ
め
る
も
、
包
極
自
ら
幽
冥
界
に
赴
き
、
玉
帝
か
ら
雷
音
寺
世
尊
殿
の
玉
面
猫
を
借
り
受
け
て
妖
鼠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

を
退
治
す
る
、
と
い
う
話
で
あ
り
、
胡
適
は
こ
の
説
話
に
『
西
遊
記
』
の
六
耳
禰
猴
故
事
の
影
響
を
指
摘
す
る
。

　
『
三
侠
五
義
』
で
は
、
盧
方
、
韓
彰
、
徐
慶
、
蒋
平
、
白
玉
堂
が
、
そ
れ
ぞ
れ
鑛
天
鼠
、
徹
地
鼠
、
穿
山
鼠
、
翻
江
鼠
、
錦
毛
鼠
と
い
う

緯
号
を
持
つ
こ
と
か
ら
「
五
鼠
」
と
称
し
て
お
り
、
一
方
、
南
侠
展
昭
は
仁
宗
か
ら
「
御
猫
」
と
い
う
名
を
賜
る
。
ω
で
は
伝
来
の
包
公

説
話
を
粗
型
に
し
て
、
「
御
猫
」
展
昭
と
「
錦
毛
鼠
」
白
玉
堂
の
争
い
を
中
心
に
、
「
五
鼠
」
が
開
封
府
の
包
極
の
も
と
に
帰
投
し
、
そ
れ

ぞ
れ
校
尉
の
職
に
封
官
さ
れ
る
、
と
い
う
話
に
改
変
さ
れ
て
い
る
。

　
次
い
で
⑧
の
部
分
で
は
、
嚢
陽
王
趙
爵
と
結
託
し
て
造
反
を
企
図
す
る
権
勢
家
馬
剛
、
馬
強
兄
弟
、
及
び
そ
の
叔
父
の
総
管
馬
朝
賢
を

断
罪
す
る
ま
で
を
描
く
。
こ
の
部
分
で
は
、
包
極
は
登
場
す
る
も
の
の
、
物
語
は
も
っ
ぱ
ら
義
士
た
ち
の
活
躍
を
中
心
に
し
て
進
展
し
て

行
く
。

　
更
に

ω
に

な
る
と
、
顔
査
散
を
巡
按
使
に
任
じ
て
江
沢
湖
の
治
水
に
派
遣
す
る
こ
と
に
端
を
発
し
、
金
面
神
藍
騙
捕
縛
、
飛
叉
太
保
鍾

雄
説
得
で
幕
を
閉
じ
る
。
こ
こ
で
は
、
文
淵
閣
大
学
士
で
裏
陽
巡
按
使
で
あ
る
顔
査
散
が
中
心
人
物
と
な
り
、
義
士
た
ち
は
彼
の
も
と
で
、

嚢
陽
王
討
伐
の
前
哨
戦
と
で
も
言
う
べ
き
戦
い
に
従
事
す
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
『
三
侠
五
義
』
の
第
六
九
回
以
降
で
は
、
伝
来
の
包
公
説
話
か
ら
離
れ
て
、
ス
ト
ー
リ
ー
が
発
展
し
て
行
く
。
こ
れ
は
、

前
述
の
と
お
り
、
第
二
七
回
ま
で
に
お
い
て
、
包
極
を
丞
相
の
地
位
に
陞
進
さ
せ
、
義
士
た
ち
の
活
躍
の
場
を
与
え
る
と
い
う
構
成
を
と

る
こ
と
に
よ
ろ
う
Q
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四

以
上
の

ご
と
く
、
『
三
侠
五
義
』
に
お
い
て
、
第
一
回
か
ら
二
七
回
ま
で
は
伝
来
の
包
公
説
話
が
直
接
的
に
用
い
ら
れ
、
第
二
八
回
か
ら



六
八
回
ま
で
は
間
接
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
胡
適
は
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、

　
　
三
侠
五
義
に
は
伝
来
の
説
話
を
受
け
継
い
だ
部
分
と
、
新
た
に
創
作
さ
れ
た
部
分
と
が
あ
る
。
お
お
む
ね
包
公
を
描
写
し
た
部
分
は

　
　
継
承

さ
れ
た
説
話
が
多
く
を
占
め
、
侠
客
義
士
た
ち
を
描
写
し
た
部
分
は
ほ
と
ん
ど
全
て
が
新
た
に
創
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

と
言
い
、
ま
た
、

　
　
三
侠
五
義
は
も
と
も
と
新
作
の
龍
図
公
案
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
作
者
は
半
分
近
く
ま
で
作
り
上
げ
て
後
、
手
を
ひ
い
て
、
ほ
ん

　
　
の
わ
ず
か
も
新
し
い
龍
図
公
案
を
作
ろ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
よ
っ
て
、
こ
の
書
の
後
半
の
大
部
分
は
完
全
に
創
作
さ
れ
た
も
の
で
、

　
　
包
公
の
故
事
か
ら
は
離
れ
去
っ
た
。
侠
客
義
士
の
描
写
に
専
心
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
り
　

と
も
言
っ
て
、
伝
来
の
包
公
説
話
に
依
ら
な
い
部
分
は
、
全
く
作
者
の
創
出
に
な
る
も
の
で
あ
る
と
の
見
解
を
示
し
て
い
る
。

　
な
る
ほ
ど
、
伝
来
の
包
公
説
話
の
襲
用
と
い
う
観
点
よ
り
す
れ
ば
、
そ
れ
に
依
拠
す
る
部
分
と
、
そ
う
で
な
い
部
分
と
に
二
分
す
る
こ

と
が
で
き
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
小
説
で
の
先
行
小
説
の
援
用
は
、
前
半
部
分
に
お
け
る
包
公
説
話
の
み
に
と
ど
ま
ら
ず
、
全
体

の
構
成
が
『
水
群
伝
』
の
形
式
に
類
似
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
で
き
る
。

　
ま
ず
『
水
濤
伝
』
の
構
成
を
大
ま
か
に
考
察
し
て
み
た
い
。
『
水
濤
伝
』
で
は
、
引
首
冒
頭
の
詞
に
続
け
て
次
の
詩
を
掲
げ
る
。

紛
紛
五
代
乱
離
間

一
旦
雲
開
復
見
天

草
木
百
年
新
雨
露

車
書
万
里
旧
江
山

尋
常
巷
階
成
羅
綺

幾
処
楼
台
奏
管
絃

人
楽
太
平
無
事
日

紛
紛
た
る
五
代
　
乱
離
の
間

一
旦
雲
開
い
て
復
び
天
を
見
る

草
木
百
年
　
新
た
な
る
雨
露

車
書
万
里
　
旧
り
に
し
江
山

尋
常
の
巷
陪
も
羅
綺
を
成
し

幾
処
の
楼
台
に
か
管
絃
を
奏
す

人

は
楽
し
む
太
平
無
事
の
日

一
66

一



　
　
鶯
花
無
限
旦
口
同
眠
　
鶯
花
限
り
無
く
旦
口
同
き
ま
で
眠
る

　
引
首
に
も
説
明
さ
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
詩
は
北
宋
の
郡
雍
（
大
中
祥
符
四
年
・
一
〇
一
一
～
煕
寧
一
〇
年
・
一
〇
七
七
）
の
「
観
盛
化
吟
」
詩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

（『
伊
川
撃
壌
集
』
巻
一
五
）
で
あ
る
。
さ
て
引
首
で
は
、
仁
宗
朝
に
洪
太
尉
が
一
百
八
魔
王
を
逃
が
す
事
件
を
描
い
て
導
入
部
と
し
、
以
下
、

徽
宗
朝
に
お
い
て
百
八
人
の
豪
傑
が
落
草
し
て
、
次
々
と
梁
山
泊
の
宋
江
の
も
と
へ
と
湊
集
す
る
、
彼
ら
は
官
軍
の
討
征
に
も
屈
せ
ず
、

つ
い

に

招
安
さ
れ
て
帰
順
す
る
、
か
く
て
彼
ら
は
官
軍
に
編
入
さ
れ
、
大
遼
征
伐
、
方
騰
討
伐
に
派
遣
さ
れ
て
、
こ
れ
を
平
定
す
る
、
百

八
人
の
豪
傑
も
こ
の
時
す
で
に
二
七
人
に
減
り
、
彼
ら
も
ま
た
好
臣
の
毒
計
で
死
に
追
い
遣
ら
れ
る
、
と
い
う
物
語
が
繰
り
広
げ
ら
れ
る
。

　
さ
て
、
『
三
侠
五
義
』
の
冒
頭
に
も
、
郡
雍
の
「
観
盛
化
吟
」
詩
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
小
説
で
は
、
仁
宗
の
出
生
奇
課
に
は
じ
ま

り
、
包
極
の
出
身
伝
に
か
ら
め
た
彼
の
出
世
潭
を
作
り
上
げ
、
次
い
で
同
じ
く
伝
来
の
包
公
説
話
に
依
拠
し
な
が
ら
、
こ
れ
を
換
骨
奪
胎

し
て
、
「
五
鼠
」
が
開
封
府
に
帰
投
し
て
封
官
さ
れ
る
ま
で
を
描
き
、
第
三
段
で
は
、
権
勢
家
馬
剛
、
馬
強
兄
弟
、
そ
し
て
そ
の
叔
父
で
貧

官
馬
朝
賢
の
断
罪
に
義
士
た
ち
が
奔
走
す
る
姿
を
描
き
、
最
後
に
、
顔
査
散
の
も
と
で
、
仁
宗
に
叛
旗
を
ひ
る
が
え
す
嚢
陽
王
趙
爵
の
討

伐
に
先
立
つ
争
い
に
従
う
義
士
た
ち
を
叙
述
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
『
水
濡
伝
』
と
『
三
侠
五
義
』
が
、
冒
頭
に
同
一
の
詩
を
配
し
、
い
わ
ゆ
る
緑
林
の
英
雄
が
盟
主
の
も
と
に
湊
集
し
、
好

賊
討
伐
に
駆
馳
す
る
、
と
い
う
類
似
す
る
構
成
を
と
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
『
三
侠
五
義
』
が
『
水
濤
伝
』
の
ス
ト
ー
リ
ー
展
開
の
形
式
を

襲
用
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
に
疑
う
余
地
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
『
三
侠
五
義
』
と
『
水
濤
伝
」
が
全
く
同
じ
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

『水
濤
伝
』
で
王
倫
、
晃
蓋
の
跡
を
継
い
で
梁
山
泊
の
首
領
と
な
る
宋
江
は
、
郵
城
県
の
押
司
出
身
で
あ
る
。
そ
し
て
宋
江
を
は
じ
め
と
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

る
百
八
人
の
豪
傑
が
落
草
し
て
盗
賊
の
仲
間
入
り
を
す
る
の
は
、
「
官
吏
の
非
道
な
圧
迫
に
対
す
る
反
抗
心
か
ら
で
あ
る
」
。
彼
ら
は
官
軍

の

討
伐
を
受
け
て
も
、
こ
れ
を
撃
破
し
、
の
ち
に
あ
ら
ゆ
る
罪
を
許
さ
れ
て
招
安
を
受
け
、
官
府
に
帰
順
し
て
は
じ
め
て
正
規
軍
に
組
み

込
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
一
方
、
『
三
侠
五
義
』
に
お
け
る
義
士
た
ち
の
盟
主
は
、
包
極
と
い
う
官
僚
で
あ
る
。
し
か
も
義
士
た
ち
が
権
勢
家
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や
貧
官
汚
吏
に
対
峙
す
る
の
は
、
「
不
但
与
民
除
害
、
而
且
也
算
与
国
除
害
。
」
（
民
衆
の
害
を
除
く
だ
け
で
な
く
、
国
の
禍
害
を
も
除
く
こ

と
に
な
る
）
と
い
う
理
由
か
ら
で
あ
っ
て
、
彼
ら
は
き
わ
め
て
盗
賊
的
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
は
じ
あ
か
ら
官
の
立
場
に
立
っ
て
お
り
、

『水
濤
伝
」
の
ご
と
く
、
民
と
官
と
を
完
全
な
対
立
の
状
態
に
お
き
、
盗
賊
の
集
団
が
叛
乱
軍
的
な
様
相
を
帯
び
て
く
る
も
の
と
は
明
ら
か

に

異
な
る
。
『
三
侠
五
義
』
の
第
五
八
回
ま
で
の
、
展
昭
と
白
玉
堂
の
争
い
も
、
単
に
「
ロ
ハ
是
有
個
御
猫
、
便
覚
五
鼠
減
色
。
」
（
御
猫
が
い

る
限
り
、
五
鼠
の
精
彩
を
欠
く
）
と
い
う
こ
と
に
す
ぎ
な
い
。

　

こ
の
ほ
か
に
『
三
侠
五
義
』
に
は
、
登
場
人
物
の
設
定
に
先
行
小
説
の
影
響
を
受
け
た
と
考
え
ら
れ
る
箇
所
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
第
四

回
か
ら
四
六
回
に
か
け
て
登
場
す
る
鹿
吉
が
そ
れ
で
あ
り
、
こ
れ
は
『
万
花
楼
楊
包
狭
演
義
』
に
お
け
る
鹿
洪
の
設
定
に
借
り
た
も
の
と

思
わ
れ
る
。
『
三
侠
五
義
』
で
は
、
鹿
吉
は
国
丈
と
し
て
権
勢
を
ほ
し
い
ま
ま
に
す
る
人
物
と
し
て
描
か
れ
、
包
極
を
及
第
さ
せ
た
座
主
で

あ
り
な
が
ら
も
、
包
極
の
清
廉
な
為
人
を
嫌
い
、
妖
術
を
も
っ
て
包
極
を
亡
き
者
に
し
よ
う
と
企
ん
だ
り
、
識
言
謳
告
で
弾
劾
し
よ
う
と

し
、
つ
い
に
は
そ
の
悪
行
を
処
口
め
ら
れ
て
民
籍
に
落
さ
れ
る
。
『
万
花
楼
楊
包
狭
演
義
』
に
お
い
て
は
、
国
丈
廃
洪
は
狭
青
を
忌
み
嫌
っ
て

常
に
弾
劾
を
図
る
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
小
説
に
は
狸
猫
換
太
子
故
事
、
つ
ま
り
仁
宗
の
出
生
奇
潭
、
及
び
仁
宗
と
実
母
の

再
会
を
描
い
た
物
語
が
収
め
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
物
語
が
『
三
侠
五
義
』
に
取
り
込
ま
れ
る
に
及
ん
で
、
敵
対
す
る
鹿
洪
と
狭
青
の
構
図

も
同
時
に
吸
収
さ
れ
、
寵
吉
と
包
極
の
関
係
が
生
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
『
三
侠
五
義
』
に
は
鹿
吉
の
息
子
鹿
笠
ま
で
も
が
登
場
し
、
陳
州

耀
米
故
事
で
の
権
勢
家
に
充
て
ら
れ
、
包
極
か
ら
腰
斬
の
刑
に
処
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
、
貧
官
を
弾
劾
す
る
プ
ロ
ッ
ト
は
、
還
魂
記
故

事
で
の
葛
登
雲
断
罪
や
、
㈲
の
部
分
で
の
馬
氏
一
族
断
罪
な
ど
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
、
元
明
の
包
公
説
話
に
お
い
て
主
要
な
テ
ー
マ
で

あ
っ
た
、
貴
顕
紳
士
や
官
吏
に
対
す
る
批
判
が
そ
の
ま
ま
揺
曳
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
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五

　
『
三
侠
五
義
』
は
、
以
上
の
ご
と
く
伝
来
の
包
公
説
話
を
母
体
に
し
つ
つ
、
『
水
濤
伝
」
の
構
成
や
、
『
万
花
楼
楊
包
狭
演
義
』
に
お
け
る

登
場
人
物
の
設
定
に
影
響
を
受
け
て
成
立
し
た
。
で
は
、
清
官
包
極
と
義
士
と
の
融
合
と
い
う
、
従
来
の
包
公
説
話
に
は
見
る
こ
と
の
で

き
な
か
っ
た
形
態
は
、
何
に
由
来
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
触
れ
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。

　
『
三
侠
五
義
』
が
石
玉
箆
に
よ
っ
て
口
演
さ
れ
て
い
た
時
代
に
先
立
っ
て
、
こ
の
小
説
と
同
じ
ジ
ャ
ン
ル
に
属
す
る
侠
義
公
案
小
説
が
行

わ

れ

て
い

た
。
嘉
慶
三
年
（
一
七
九
八
）
に
上
梓
さ
れ
た
『
施
案
奇
聞
」
が
そ
れ
で
あ
る
。
『
施
案
奇
聞
』
で
は
、
中
心
人
物
と
し
て
康
煕
年

間
の
人
で
あ
る
施
世
輪
（
小
説
で
は
施
仕
倫
に
作
る
）
を
設
定
し
、
彼
が
遭
運
総
督
に
な
る
ま
で
の
事
跡
が
描
か
れ
て
い
る
。
彼
が
包
極

に

も
比
肩
す
べ
き
人
物
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
本
書
の
序
文
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　
本
朝
江
都
令
施
公
、
其
為
人
也
、
蛸
直
剛
毅
、
不
苛
合
、
不
萄
取
、
一
切
故
人
親
党
有
干
謁
者
、
倶
正
色
謝
絶
之
。
江
都
為
之
語
日
、

　
　
「
関
節
不
到
、
有
閻
羅
施
老
。
」
蓋
以
其
行
比
宋
朝
包
公
也
。

　
と
こ
ろ
が
、
如
上
の
部
分
は
、
『
宋
史
」
巻
三
一
六
「
包
極
伝
」
に
基
づ
く
『
龍
図
公
案
』
の
陶
娘
元
序
に
刷
改
の
筆
を
施
し
た
も
の
な

の

で
あ
る
。
「
龍
図
公
案
』
の
序
文
に
曰
く
。

　
　
及
閲
『
宋
史
』
所
載
、
謂
「
其
哨
直
剛
毅
、
与
人
不
萄
合
、
無
一
毫
妄
取
、
平
生
無
私
書
、
故
人
親
党
干
謁
、
一
切
謝
絶
之
。
…
…

　
　
宜
当
時
京
師
為
之
語
日
『
関
節
不
到
、
有
閻
羅
包
老
。
』
以
其
笑
比
黄
河
清
焉
。
」

　
こ
の
よ
う
に
、
『
龍
図
公
案
」
と
『
施
案
奇
聞
』
の
間
に
は
、
序
文
に
お
い
て
す
で
に
襲
用
関
係
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
、
ま
た
裁
判
官

に

は
包
極
や
施
世
給
と
い
っ
た
清
官
を
擬
定
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
『
施
案
奇
聞
」
が
『
龍
図
公
案
』
を
意
識
し
て
い
る
こ
と
は
、
充
分

に

窺
測
さ
れ
よ
う
。
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既
述
の
と
お
り
、
『
龍
図
公
案
」
は
天
啓
・
崇
頑
年
間
に
は
じ
あ
て
離
版
に
附
さ
れ
て
以
降
、
さ
ま
ざ
ま
の
形
で
出
版
さ
れ
続
け
、
お
よ

そ
二
〇
数
種
に
も
及
ぶ
異
版
の
存
在
が
確
認
で
き
る
ほ
ど
に
盛
行
し
た
公
案
小
説
集
で
あ
る
。
『
施
案
奇
聞
』
の
出
版
は
、
こ
う
し
た
『
龍

図
公
案
」
の
盛
行
を
承
け
て
行
わ
れ
、
ま
ず
、
裁
判
官
を
北
宋
の
包
極
か
ら
施
世
給
と
い
う
当
代
の
人
物
に
置
き
換
え
、
更
に
『
龍
図
公

案
」
と
は
一
線
を
画
し
た
新
機
軸
を
出
す
べ
く
、
黄
天
覇
な
る
緑
林
の
英
雄
を
登
場
さ
せ
て
、
侠
義
公
案
小
説
と
い
う
新
た
な
ジ
ャ
ン
ル

を
創
り
出
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
明
代
で
は
短
篇
の
公
案
小
説
集
で
あ
っ
た
も
の
が
、
『
施
案
奇
聞
」
に
至
っ
て
章
回
小
説

の
体
裁
に
取
っ
て
替
り
、
更
に
清
官
と
義
士
の
融
合
と
い
う
新
た
な
展
開
を
呈
し
た
と
い
う
点
に
お
い
て
、
『
施
案
奇
聞
」
が
後
発
の
小
説

に

与
え
た
影
響
は
大
き
い
。

　
因
み
に
、
『
施
案
奇
聞
』
は
小
説
と
し
て
行
わ
れ
た
ほ
か
に
、
講
唱
文
芸
と
し
て
も
行
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
、
陳
康
棋
の
『
燕
下
郷
脛
録
」

に

は
次
の
よ
う
に
言
う
。

　
　
少
き
時
、
即
ち
郷
里
の
父
老
の
施
世
繍
は
清
官
な
り
と
言
う
を
聞
く
。
入
部
の
後
、
則
ち
院
曲
盲
詞
に
其
の
政
績
を
演
唱
す
る
者
有

　
　

る
を
聞
く
。
蓋
し
小
説
中
の
刻
に
『
施
公
案
」
一
書
有
り
て
、
公
を
比
し
て
宋
の
包
孝
粛
・
明
の
海
忠
介
と
為
す
に
由
り
、
故
に
俗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
ろ

　
　
口

流
伝
、
今
に
至
る
ま
で
涙
ば
ざ
る
な
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
事
実
、
道
光
四
年
（
一
八
二
四
）
の
『
慶
昇
平
班
戯
目
」
に
は
、
一
五
出
の
施
公
案
の
戯
目
が
著
録
さ
れ
て
い
る
。

　
同
じ
く
『
慶
昇
平
班
戯
目
』
に
は
、
『
彰
公
案
」
の
内
容
に
関
わ
る
六
出
の
戯
目
が
著
録
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
小
説
の
上
梓
は
光
緒
一
〇

年
（
一
八
九
三
）
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
道
光
年
間
に
は
す
で
に
巷
間
に
行
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
『
彰
公
案
』
は
、
彰
鵬
（
小
説
で
は

彰
朋
に

作
る
）
な
る
康
煕
年
間
の
人
物
を
中
心
に
据
え
た
侠
義
公
案
小
説
で
あ
る
。

　
と
ま
れ
、
石
玉
毘
に
よ
っ
て
『
三
挾
五
義
』
が
口
演
さ
れ
て
い
た
同
時
代
、
も
し
く
は
そ
れ
以
前
に
、
施
世
輪
や
彰
鵬
と
い
っ
た
清
官

を
中
心
人
物
と
し
た
侠
義
公
案
の
世
界
が
展
開
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
す
な
わ
ち
伝
来
の
包
公
説
話
を
基
盤
に
物
語
を
展
開
さ
せ

た
『
三
侠
五
義
」
に
お
い
て
、
義
士
を
登
場
さ
せ
る
べ
き
趨
勢
が
形
作
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
『
三
侠

一
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五
義
』
は
、
『
施
案
奇
聞
』
『
彰
公
案
』
と
い
う
侠
義
公
案
小
説
の
出
現
と
相
侯
っ
て
形
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
更
に
『
小
五
義
」
や
『
続
小
五
義
』
と
い
っ
た
『
三
侠
五
義
』
の
続
書
で
は
、
包
極
は
登
場
す
る
も
の
の
公
案
小
説
の
側
面
は
捨
象
さ

れ

て
、
純
粋
な
侠
義
小
説
へ
と
変
貌
す
る
。

六

　
以
上
に

述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
『
三
侠
五
義
』
は
、
「
公
案
」
と
い
う
テ
ー
マ
だ
け
に
重
点
を
置
か
ず
、
「
侠
義
公
案
」
と
い
う
新
し
い
ジ
ャ

ン

ル

で
の

創
作
を
旨
と
し
た
た
め
、
そ
の
前
半
部
分
に
は
伝
来
の
包
公
説
話
を
取
り
込
み
な
が
ら
、
そ
れ
ら
を
単
に
連
綴
す
る
と
い
う
形

式

は
と
ら
ず
に
、
包
極
を
中
心
人
物
に
据
え
る
と
い
う
操
作
が
行
わ
れ
て
い
た
。
こ
れ
を
前
提
に
、
こ
の
小
説
の
後
半
部
分
で
は
も
っ
ぱ

ら
侠
客
義
士
の
活
躍
が
描
か
れ
、
侠
義
公
案
小
説
と
し
て
展
開
す
る
。

　
最
後
に
、
明
代
に
興
隆
し
た
包
公
説
話
が
『
三
侠
五
義
」
に
至
っ
て
、
か
く
も
大
が
か
り
で
荒
唐
無
稽
な
侠
義
公
案
小
説
に
生
れ
変
り
、

か

つ

そ
れ
を
公
案
小
説
の
集
成
と
は
面
目
を
一
新
さ
せ
た
の
は
、
何
に
起
因
す
る
の
か
、
そ
れ
ぞ
れ
行
わ
れ
た
場
、
つ
ま
り
受
容
の
さ
れ

方
の
相
違
と
い
う
観
点
か
ら
考
察
し
て
み
た
い
。

　
明
代
の
包
公
説
話
、
特
に
『
百
家
公
案
』
や
『
龍
図
公
案
』
は
、
説
話
人
の
口
吻
を
真
似
て
叙
述
さ
れ
て
は
い
る
け
れ
ど
も
、
は
じ
め

か

ら
読
物
と
し
て
の
上
梓
を
意
図
し
て
書
か
れ
、
編
纂
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
一
方
、
『
三
侠
五
義
」
は
、
読
物
と
し
て
上
梓
さ
れ
は
す
る
が
、
本
来
は
聴
衆
を
前
に
演
じ
ら
れ
た
説
書
で
あ
る
。
こ
の
説
書
と
い
う
民

間
芸
能
は
、
清
代
に
お
い
て
は
頗
る
盛
行
し
た
も
の
で
、
陳
汝
衡
氏
は
、
「
市
民
社
会
の
繁
栄
に
と
も
な
い
、
各
種
の
芝
居
や
娯
楽
が
興
隆

を
き
わ
め
た
が
、
こ
の
う
ち
説
書
も
南
北
各
地
で
発
達
し
、
と
り
わ
け
乾
隆
中
葉
以
後
、
小
説
や
弾
詞
、
鼓
詞
の
た
ぐ
い
が
坊
間
で
大
量

に

刊
行
さ
れ
た
と
い
う
現
象
は
、
説
書
業
の
発
展
が
、
聴
衆
の
歓
迎
と
ひ
き
は
な
し
て
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示

［
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ぬ
　

し
て
い
る
。
」
と
い
う
主
旨
の
説
明
を
行
っ
て
い
る
。
あ
く
ま
で
一
つ
の
可
能
性
で
は
あ
る
が
、
『
三
侠
五
義
』
が
、
は
じ
め
は
説
書
と
い

う
講
唱
文
芸
の
様
式
で
行
わ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
短
篇
小
説
の
集
成
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
明
末
の
包
公
説
話
の
編
纂
形
態

が
、
長
篇
の
侠
義
公
案
小
説
に
替
ら
れ
た
要
因
に
数
え
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
説
書
が
聴
衆
を
前
に
演
じ
ら
れ
、
し
か
も
聴
衆
の

嗜
好
を
等
閑
視
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
以
上
、
石
玉
箆
は
伝
来
の
包
公
説
話
に
修
改
を
施
し
、
更
に
、
「
侠
義
公
案
」
と
い
う
形
式
を
用
い

た
『
施
案
奇
聞
」
の
方
法
を
踏
襲
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
旧
弊
を
打
破
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
が
、
石
玉
昆
が
旧
来

の

包
公
説
話
を
よ
り
独
創
的
で
斬
新
な
意
匠
で
も
っ
て
再
生
さ
せ
る
ゆ
え
ん
と
な
る
の
で
あ
る
。
さ
れ
ば
こ
そ
、
『
子
弟
書
」
に
収
め
ら
れ

る
「
石
玉
昆
」
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　
　
　
　
　
　
　
そ
も
そ
も

高
拾
声
価
本
超
群

圧
倒
江
湖
無
業
民

驚
動
公
卿
誇
絶
調

流
伝
市
井
敷
眉
螢

編
来
宋
代
包
公
案

成
就
当
時
石
玉
昆

と
、
石
玉
箆
の
説
書
が
讃
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

へ
と
姿
を
変
え
た
の
で
あ
る
。 高

く
声
価
を
拾
げ
る
に
本
群
を
超
え

江
湖
を
圧
倒
す
る
無
業
の
民

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
た

公
卿
を
驚
動
し
て
絶
調
を
誇
え
ら
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま

市
井
に
流
伝
し
て
眉
塑
を
敷
ね
ら
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
な

宋
代
の
包
公
案
を
編
み
来
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

成
就
せ

る
は
当
時
の
石
玉
山
昆

　
　
　
　
　
　
　
　
　
か

く
て
、
伝
来
の
包
公
説
話
は
、

清
官
包
極
の
も
と
で
正
義
漢
た
ち
が
活
躍
す
る
物
語

一
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註

（
1
）
　
「
従
石
玉
箆
的
龍
図
公
案
説
到
三
侠
五
義
」
（
『
文
学
季
刊
』
第
一
巻
第
二
期
、

（
2
）
　
「
関
干
石
E
箆
」
（
『
小
説
二
談
』
、
古
典
文
学
出
版
社
、
一
九
五
八
）
。

一
九
三
四
）
。



（
3
）
大
塚
秀
高
氏
が
呉
暁
鈴
氏
所
蔵
の
抄
本
『
忠
烈
侠
義
伝
』
を
調
査
し
、
「
『
道
光
二
十
八
年
三
月
石
玉
毘
序
』
と
署
す
『
侠
義
伝
序
』
を
冠
す
る
。

　
　
こ
の
序
は
刊
本
の
光
緒
五
年
の
序
と
完
全
に
一
致
す
る
。
と
す
れ
ば
事
実
は
問
竹
主
人
が
石
玉
毘
の
序
を
『
光
緒
己
卯
孟
夏
問
竹
主
人
』
と
書
き
改

　
　
め
て
流
用
し
た
、
即
ち
『
忠
烈
侠
義
伝
』
は
道
光
の
頃
に
は
現
在
の
姿
に
な
っ
て
い
た
か
（
呉
暁
鈴
）
、
書
騨
が
抄
本
の
序
を
偽
造
し
た
か
（
胡
士

　
　
榮
）
の
い
ず
れ
か
で
あ
ろ
う
。
」
と
報
告
さ
れ
る
よ
う
に
（
「
北
京
観
書
記
　
そ
の
二
ー
双
婚
書
屋
読
稗
小
記
ー
」
、
『
汲
古
』
第
八
号
、
一
九
八

　
　
五
、
所
収
）
、
『
三
侠
五
義
』
と
そ
の
底
本
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
検
討
を
要
す
る
。

（
4
）
　
「
七
侠
五
義
序
」
。

（
5
）
　
『
中
国
小
説
史
略
』
第
二
十
七
篇
、
「
清
之
侠
義
小
説
及
公
案
」
。

（
6
）
前
掲
註
（
5
）
。

（
7
）
耐
得
翁
の
『
都
城
紀
勝
』
（
瓦
舎
衆
伎
の
条
）
に
は
「
説
公
案
、
皆
是
搏
刀
赴
棒
、
及
発
跡
変
泰
之
事
。
」
と
あ
り
、
呉
自
牧
の
『
夢
梁
録
』
（
巻

　
　
二
十
、
小
説
講
経
史
の
条
）
に
は
、
「
公
案
、
朴
刀
桿
棒
、
発
発
踪
参
之
事
。
」
と
あ
る
。

（
8
）
　
「
元
の
裁
判
劇
に
お
け
る
包
極
の
特
異
性
」
（
『
中
国
戯
曲
演
劇
研
究
』
、
創
文
社
、
一
九
七
三
、
所
収
）
。

（
9
）
　
拙
稿
「
明
代
に
お
け
る
包
公
説
話
の
展
開
ー
『
成
化
説
唱
詞
話
』
を
中
心
と
し
て
ー
』
（
『
中
国
文
学
論
集
』
第
十
五
号
、
一
九
八
六
）
に
お

　
　
い
て
詳
述
し
た
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。

（
1
0
）
　
前
掲
註
（
8
）
岩
城
氏
論
文
。

（
1
1
）
前
掲
註
（
9
）
拙
稿
。

（
1
2
）
　
『
龍
図
公
案
』
成
立
に
至
る
ま
で
の
説
話
の
授
受
関
係
に
つ
い
て
は
、
馬
幼
垣
氏
．
．
↓
7
①
↓
Φ
×
ε
巴
↓
鑓
巳
餓
o
口
o
h
≦
口
α
q
閑
⊆
コ
α
Q
l
p
づ
霊
。
二
〇
『

　
　
》
ω
ε
身
o
h
9
①
ピ
§
α
q
l
け
．
⊆
内
⊆
コ
o
q
l
鋤
口
．
．
（
＝
費
＜
o
a
｝
o
ロ
琶
巴
o
h
＞
ω
駒
〇
一
一
〇
ω
ε
臼
①
ρ
＜
o
一
。
ω
9
一
㊤
刈
α
）
、
大
塚
秀
高
氏
「
公
案
話
本
か
ら
公

　
　
案
小
説
集
へ
ー
『
丙
部
小
説
之
末
流
』
の
話
本
研
究
に
占
あ
る
位
置
ー
」
（
『
集
刊
東
洋
学
』
第
四
十
七
号
、
一
九
八
二
）
、
ま
た
拙
稿
「
『
龍
図

　
　
公
案
』
編
纂
の
意
図
」
（
『
中
国
文
学
論
集
』
第
十
四
号
、
一
九
八
五
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
1
3
）
大
塚
秀
高
氏
「
包
公
説
話
と
周
新
説
話
－
公
案
小
説
生
成
史
の
一
側
面
1
」
（
『
東
方
学
』
第
六
十
六
輯
、
一
九
八
三
）
。

（
1
4
）
　
そ
れ
ぞ
れ
に
先
行
す
る
包
公
説
話
を
列
挙
す
る
と
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
尚
、
勧
ω
㈲
ω
に
つ
い
て
は
、
孫
楷
第
氏
「
包
公
案
与
包
公
案
故
事
」

　
　
（
『
槍
州
後
集
』
、
中
華
書
局
、
一
九
八
五
、
所
収
）
に
論
考
が
あ
る
。
但
し
、
「
成
化
説
唱
詞
話
」
と
『
百
家
公
案
』
に
は
触
れ
て
い
な
い
。

　
　
ω
『
金
水
橋
陳
琳
抱
粧
盒
』
雑
劇
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’

　
　
　
『
金
丸
記
』
戯
文
（
明
・
眺
茂
良
撰
）
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『
仁
宗
認
母
』
（
侠
、
圧
元
享
撰
。
『
録
鬼
簿
続
編
』
に
著
録
）

　
　
　
『
新
刊
全
相
説
唱
足
本
仁
宗
認
母
伝
』
（
「
成
化
説
唱
詞
話
」
）

　
　
　
『
百
家
公
案
』
第
七
四
回
「
断
斬
王
御
史
之
貯
」
・
第
七
五
回
「
仁
宗
皇
帝
認
親
母
」

　
　
　
『
龍
図
公
案
』
巻
七
「
桑
林
鎮
」

　
　
　
『
万
花
楼
楊
包
秋
演
義
』
第
三
・
四
七
・
四
八
・
五
二
～
六
二
回

　
　
㈲
『
新
刊
全
相
説
唱
包
待
制
出
身
伝
』
（
「
成
化
説
唱
詞
話
」
）

　
　
　
『
百
家
公
案
」
「
包
待
制
出
身
源
流
」

　
　
ω
『
珂
灯
堪
瑠
盆
児
鬼
』
雑
劇

　
　
　
『
新
編
説
唱
包
龍
図
公
案
断
歪
烏
盆
伝
』
（
「
成
化
説
唱
詞
話
」
）

　
　
　
『
百
家
公
案
』
第
八
一
回
「
瓦
盆
子
叫
屈
之
異
」

　
　
　
『
龍
図
公
案
』
巻
五
「
烏
盆
子
」

　
　
ω
『
包
待
制
双
勘
釘
』
雑
劇
（
侠
、
『
太
和
正
音
譜
』
に
著
録
）

　
　
　
『
百
家
公
案
』
第
七
六
回
「
阿
呉
夫
死
不
分
明
」
・
第
七
七
回
「
判
阿
楊
謀
殺
前
夫
」

　
　
　
『
龍
図
公
案
』
巻
二
「
白
塔
巷
」

　
　
㈲
『
包
待
制
陳
州
耀
米
』
雑
劇

　
　
　
『
新
刊
全
相
説
唱
包
龍
図
陳
州
耀
米
記
』
（
「
成
化
説
唱
詞
話
」
）

　
　
ω
『
新
刊
説
唱
包
龍
図
断
曹
国
舅
公
案
伝
』
（
「
成
化
説
唱
詞
話
」
）

　
　
　
『
百
家
公
案
』
第
四
九
回
「
当
場
判
放
曹
国
舅
」

　
　
　
『
龍
図
公
案
』
巻
七
「
獅
児
巷
」

　
　
　
『
包
龍
図
公
案
衰
文
正
還
魂
記
』
伝
奇

　
　
　
『
雪
香
園
』
（
『
曲
海
総
目
提
要
』
巻
三
二
に
著
録
）

　
　
　
『
礎
林
宴
』
（
同
、
巻
三
五
に
著
録
）

　
　
　
『
双
蜘
蝶
』
（
同
、
巻
四
六
に
著
録
）

（
1
5
）
『
三
侠
五
義
』
に
先
行
す
る
も
の
と
し
て
は
、
次
の
説
話
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
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『
百
家
公
案
』
第
五
八
回
「
決
鐵
五
鼠
闘
東
京
」

　
　
　
『
龍
図
公
案
』
巻
六
「
玉
猫
」

　
　
　
『
西
洋
記
通
俗
演
義
』
第
九
五
回
「
五
鼠
精
光
前
迎
接
　
五
個
字
度
化
五
精
」

　
　
　
『
五
鼠
閾
東
京
包
公
収
妖
全
伝
』

（
1
6
）
　
『
三
侠
五
義
序
』
（
『
胡
適
文
存
』
第
三
集
、
所
収
）
。

（
1
7
）
　
前
掲
註
（
1
6
）
。

（
1
8
）
　
『
水
済
伝
』
に
引
用
さ
れ
る
詩
と
、
も
と
の
詩
の
間
に
は
異
同
が
あ
り
、
『
伊
川
撃
壌
集
』
に
収
め
ら
れ
る
詩
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
「
紛
紛
五

　
　
代
乱
離
間
、
一
旦
雲
開
復
見
天
。
草
木
百
年
新
雨
露
、
車
書
万
里
旧
山
川
。
尋
常
巷
陪
猶
讐
絨
、
取
次
園
亭
亦
管
絃
。
人
老
太
平
春
未
老
、
鶯
花
無

　
　
害
旦
口
同
眠
。
」

（
1
9
）
小
川
環
樹
氏
「
『
水
濤
伝
』
の
作
者
に
つ
い
て
」
（
『
中
国
小
説
史
の
研
究
』
、
岩
波
書
店
、
一
九
六
八
、
所
収
）
。

（
2
0
）
周
明
泰
氏
『
道
威
以
来
梨
園
繋
年
小
録
』
（
一
九
三
二
）
の
道
光
四
年
の
条
に
「
退
奄
居
士
（
文
瑞
図
）
蔵
旧
戯
目
一
冊
、
係
道
光
四
年
慶
昇
平

　
　
班
領
班
人
沈
翠
香
所
有
之
物
。
…
…
」
と
し
て
戯
目
二
七
二
出
を
列
挙
す
る
。
こ
こ
に
は
、
『
三
侠
五
義
』
の
戯
目
も
九
出
収
め
ら
れ
て
い
る
。
以

　
　
上
に
つ
い
て
は
、
劉
世
徳
・
鄭
紹
基
氏
「
清
代
公
案
小
説
的
思
想
傾
向
　
　
以
《
施
公
案
》
、
《
彰
公
案
》
和
《
三
侠
五
義
》
為
例
兼
論
”
侠
義
”
的

　
　
実
質
」
（
『
文
学
評
論
』
一
九
六
四
年
第
二
期
、
一
九
六
五
、
所
収
）
に
指
摘
が
あ
る
。

（
2
1
）
　
『
説
書
史
話
』
第
六
章
「
清
代
説
書
」
（
作
家
出
版
社
、
一
九
五
八
）
。

（
2
2
）
　
い
ま
関
徳
棟
・
周
中
明
編
『
子
弟
書
叢
紗
』
（
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
八
四
）
に
収
あ
る
別
埜
堂
鋤
本
に
よ
っ
た
。
前
掲
註
（
1
）
（
2
）
所
引

　
　
の
も
の
と
は
字
句
の
異
同
が
あ
る
。
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